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月のお知らせ９月のお知らせ３

■窓口の時間延長と休日開庁
期　間　３月22日㈫～４月４日㈪
平日8:30～18:30/土日9:00～17:00
【届け出】
・住所変更(転出、転入、転居)
・世帯変更 ・印鑑登録、廃止申請
・自動交付機の利用申請(暗証番号登録)
・住民基本台帳カードの券面事項更新 
・マイナンバーカードの受け取り
・通知カードの受け取り、券面事項更新
※広域交付住民票、住民基本台帳カ
　ードを利用した転入の手続きは
　平日17:00まで
【証明書発行】
・戸籍謄抄本 、住民票の写し
・印鑑登録証明書、身分証明書など
※異動に伴う国民健康保険、児童手
　当、子ども医療費助成なども手続
　きできます。
【納税相談】
　３月28日㈪～31日㈭は18:30ま
で納税相談と納税受付を行います。
□問 市民安全課窓口係☎355-6494
　 税務課納税推進室☎355-5936

■被災者生活再建支援金基礎支援
　金の申請期間の再延長について
　被災者生活再建支援金の基礎支
援金の申請期間が平成29年4月10
日まで再延長されました。申請がお
済みでない方は、忘れずに申請して
ください。なお、加算支援金の申請
は、平成30年4月10日までです。
□問 生活福祉課総務係☎364-1131

■平成28年度固定資産税・都市計
　画税について
　下記について延期を検討していま
す。時期が決定次第お知らせします。
○固定資産税・都市計画税納税通知
　書発送および納期限
○土地、家屋価格などの縦覧
○課税台帳の閲覧
○課税台帳登録事項の証明
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■償却資産（固定資産税）の申告は
　お済みですか？
　１月１日現在、市内に固定資産税
の対象となる償却資産（事業用の機
械・備品・構築物など）を所有してい
る方で、まだ申告がお済みでない方
は至急、申告してください。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■東日本大震災による固定資産税、
　都市計画税の軽減措置
　東日本大震災によるり災調査の判定
が半壊以上の方は、資産（土地・家屋）を
取得した場合、軽減措置を受けられる
ことがあります。詳細や手続きは問い
合わせください。すでに申告済みの方
は、新たな申告は必要ありません。
①被災した所有住宅用地に代わる
「土地」を取得した場合、更地であ
っても住宅があるものとみなし
て３年間土地の固定資産税が軽
減されます。
②被災した所有家屋に代わる「家
屋」を取得した場合、その家屋に
係る税額のうち、一部が６年間軽
減されます。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

■家屋を取り壊したときは届け出を
　家屋を取り壊した方は、市役所に
家屋滅失の届け出をお願いします。
なお、登記されている家屋は、法務局
で「滅失登記」の手続きも必要です。
　住宅が建っている土地には「住宅
用地に対する課税標準の特例」が適
用され、「更地」や「駐車場用地」など
と比較すると税額が軽減されてい
ます。天災などの事由によらず住宅
を取り壊した場合は軽減特例を受
けることができなくなります。
□問 税務課固定資産税係☎355-5934

３月の納期限
 　○国民健康保険税(12期)　
納期限は３月31日㈭です

身 体 障 害 者 相 談
知 的 障 害 者 相 談
生 活 相 談
消 費 生 活 相 談
職 業 相 談
青 少 年 悩 み 事 相 談
学校心理士教育相談
不 登 校 相 談
育 児 相 談
禁 煙 相 談
家 庭 児 童 相 談
介 護 保 険 相 談
成 人 健 康 相 談
ひきこもり･思春期こころの相談
HIV抗体検査・肝炎検査・骨髄バンク登録など
行 政 相 談
人 権 相 談
母子父子家庭など特別相談
犬･猫の引き取り（有料） 

無 料 法 律 相 談

警 察 総 合 相 談

毎週火曜日
毎月第２･第４火曜日
平日毎日

平日 （㈭を除く）
平日毎日
平日毎日

毎週木曜日・第３週のみ㈬
平日毎日
平日毎日

平日毎日
平日毎日
3月28日㈪
3月15日㈫

3月2日㈬・16日㈬
3月9日㈬
3月22日㈫
3月17日㈭

3月10日㈭・24日㈭

3月31日㈭

毎　日

10:00～14:00
10:00～14:00
　9:00～16:00
　9:00～16:00
　8:30～17:15
　9:00～16:00
　9:00～17:00
　9:00～15:00
　9:00～17:00
予約制  

  8:30～17:15
  8:30～17:00
予約制

13:30～16:30
予約制

13:00～15:30
10:00～15:00
予約制

 9:30～11:00

13:30～16:00

24時間対応

身体障害者福祉協会（北浜４-6-52）
生活介護事業「あすなろ」（塩釜ガス体育館となり）
市民相談室　電話でもどうぞ
市民相談室　電話でもどうぞ
ハローワーク塩釜（塩釜公共職業安定所）
青少年相談センター （公民館）
青少年相談センター（公民館） 予約制
けやき教室（公民館本町分室） 
しおがま子育て支援センター
保健センター
ファミリーダイヤル　子育て支援課（壱番館1階）
長寿社会課（壱番館1階）
保健センター
塩釜保健所（北浜4-8-15）
塩釜保健所（北浜4-8-15）
市民相談室
仙台法務局塩竈支局（袖野田町3-20）
宮城県母子・父子福祉センター（宮城野区安養寺） 
塩釜保健所（北浜4-8-15）
本庁２階会議室　※裁判･係争中のもの･法人･営利に関しては対象外。
事前手続きが必要〈予約は3月１日㈫9:00から市民相談室で受け付け〉 
受付は警察相談センター ☎266－9110 DVやストーカー被害でお困りの方などは相談を

☎/ＦＡＸ362－6865
☎361-9981 ＦＡＸ361-9982
☎355－6913 
☎355－6918
☎362－3361
☎363－3715
☎364－7445（予約専用）
☎364－5141
☎363-3630 FAX363-3631
☎364－4786
☎364－1178
☎364－1204
☎364－4786
☎365－3153
☎363－5504

☎362－2338 
☎256－6512
☎363－5505

電　　話場　　　　所日　　　時相　談　内　容


